
第５章 基本方針に基づく今後５年間の具体的な施策 

 

   この章では、第４章で述べた基本方針ごとに、今後５年間で具体的に取り組む施

策を記載しています。その記述にあたっては、それぞれの基本方針ごとに「方

向性」、「主な取組」、「背景･留意点」を整理するとともに、平成２１年度から２５

年度までの「年度別実施計画」を定め、かつ各取組ごとに達成目標を掲げて

います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１ 明るい未来を担う人づくり 

   

 

＜基本方針＞ 

（１）心身ともに健やかで「夢」と「希望」にあふれた土佐人を育てよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 「夢」や「希望」を実現するための発達段階に応じたキャリア教育の推進

○ こうちの子ども体力アップアクションプランの推進 

○ 小中連携による不登校・いじめ等対策の推進 

 



具体的な施策 

   

（１）心身ともに健やかで「夢」と「希望」にあふれた土佐人を育てよう 

① 心の教育 

 

 

○ 子どもの「夢」や「希望」を実現するキャリア教育を推進し、子どもの学習に対す

る興味関心や意欲を育てます。 

○ 道徳など学校教育活動全体を通した心の教育の充実を図るとともに、児童生徒の感

性を高め情操を育む教育を推進します。 

○ 児童生徒の心の状態を客観的に把握できるアンケート調査の実施・分析を充実し、

学級経営の質を高めていきます。 

○ 中１ギャップの解消のため、小中連携を推進して課題解決を図ります。 

○ 発達段階に応じ、人権の意義、内容等について理解し、「自分の大切さとともに他の

人の大切さを認めること」ができる児童生徒を育てるため、人権教育を推進します。

方 向 性 

 

 
○ 「夢」や「希望」を実現するための発達段階に応じたキャリア教育の推進 

 「人間関係を築く力」、「働くことや仕事を理解する力」、「将来を設計する力」、「意

思を決定する力」の４つの力をバランスよく身に付けられるよう支援します。 

○ 道徳教育や体験活動等の充実と推進 

道徳教育を推進するための実践研究を活性化させるとともに、親子で様々な感動を

体験する場の拡充をすすめます。また、規範意識や他人を思いやる心を組織的かつ実

践的にしっかりと指導します。 

○ 学級を良くするためのＱ－Ｕアンケートの普及・定着 

いじめや不登校等を早期に発見し、学級状況の改善に役立てるためのアンケートを

全小中学校で実施するとともに、活用研修や訪問指導等の支援を行います。 

○ 小中連携による不登校・いじめ等対策の推進 

   小中学校を通じた連続性のある人間関係づくりや生徒指導を小中学校が市町村ぐ

るみで行う取組を進めます。 

 主 な 取 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜背景・留意点＞ 

○ 児童生徒に将来を考えてもらう｢キャリア教育」がまだ十分に浸透していません。 

○ 児童生徒の心を育む「道徳教育」、高知県の自然の豊かさや郷土の特色を生かせる「総

合的な学習の時間」や「体験的な活動」などが、学習指導要領の本来の趣旨に沿って

効果的に行われていない場合があります。 

○ 児童生徒が安心して学べる温かい学級づくりをさらに進める必要があります。 

○ 不登校などが中学入学と同時に急激に増える中１ギャップに十分に対応できていません。 

○ 義務教育を終えるまでの連続性のある人権教育カリキュラムが確立されていません。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

発達段階に応じ

たキャリア教育

の推進 

(H20) 

キ ャ リ ア

教 育 の 全

体 計 画 の

作成 

(小) 

95 校 38% 

(中) 

65 校 55% 

発 達 段 階

に 応 じ た

キ ャ リ ア

教 育 プ ロ

グ ラ ム の

作成、普及 

 

   

キャリア教育の意義

の共通理解と系統的

な教育の実施 

道徳教育実践研

究事業 

(H20) 

道 徳 の 時

間 の 家

庭・地域へ

の 授 業 公

開率 

(小) 64.8% 

(中) 34.7% 

研 究 成 果

の 普 及 と

新 た な 指

定 

 

  

道 徳 の 時

間 公 開 率

(小) 100% 

(中) 100% 

指定校の研究成果や

道徳教育推進教師等

の研究・研修成果を普

及することによる道

徳教育の充実 

豊かな体験活動

推進事業 

(H20) 

仲 間 と 学

ぶ 宿 泊 体

験推進校 

(小)3 校 

(中)2 校 

農 山 漁 村

ふ る さ と

体 験 推 進

校 

各５校/年 

 

 

 

 

 

４ 年 間

累計 20

校 

取 組 の 検

証 と 新 た

な 体 験 活

動 事 業 の

推進 

農山漁村ふるさと体

験推進校での取り組

みの成果の普及・啓発

道徳の時間や総

合的な学習の時

間における環境

学習の取組の強

化 

(H20) 

教 育 計 画

へ の 環 境

教 育 の 位

置づけ 

高 知 県 の

環 境 教 育

指 針 の 見

直し 

    
すべての小中学校に

おいて、道徳や総合的

な学習の時間に環境

学習を実施 

幼少期における

感動体験モデル

事業 

（H20） 

８ つ の 試

行 プ ロ グ

ラムに 100

組 の 親 子

が参加 

体 験 活 動

の推進 

4 団体 12

回240組の

親 子 が 参

加 
 
プ ロ グ ラ

ム の 拡 充

(8→12) 

    

親子で感動体験をす

ることの必要性の理

解促進、継続的に体験

活動に参加する親子

の増加 

５年間で延べ 1000 組

の親子が参加 

温かい学級づく

り応援事業 

（H20） 

ア ン ケ ー

ト 実 施 学

校 

３３７校 

 

 
 

 

ア ン ケ

ー ト 実

施369校

   

全小中学校でのＱ－

Ｕアンケート活用の

定着 

新 

中学１年生を対

象とした仲間づ

くり 

（H19） 

不登校・暴

力 行 為 出

現 率 全 国

ワ ー ス ト

２位 

不 登 校 等

学 習 支 援

員 

１ ０ 名 配

置 

 

 

実施市町

村、実施

校の拡大

  仲間づくり、信頼関係

づくりの能力の向

上・改善 

（H24） 

生徒指導上の諸問題

の発生率を全国水準

まで改善 

発達段階に応じ

た人権教育の推

進 

(H20) 

中 学 校 区

単位のｶﾘｷ

ｭﾗﾑとなっ

ていない 

中 学 校 区

に お け る

人 権 教 育

カ リ キ ュ

ラ ム の 見

直し 

 

 

  

すべての中学校区で

連続性のある人権教

育カリキュラムの確

立 



 

（１）心身ともに健やかで「夢」と「希望」にあふれた土佐人を育てよう 

② 健康と体育 

 
 

 

 

○ 体を使った遊びの機会を増やすとともにその内容を充実させます。 

○ 体育の授業の充実と運動習慣の定着を図るため、全国体力テストの結果から高知県

における課題を明確にし、体力向上に向けた総合的な計画を作成し、実践します。 

○ 運動やスポーツの素晴らしさや夢を持つことの大切さを知らせ、児童生徒が自ら将来

の夢を持ち、夢に向かって頑張ろうとする気持ちを育みます。 

○ 学校における組織的・継続的な健康教育、学校給食の普及充実、食育などを推進します。 

○ 文化活動を充実させます。 

方 向 性 

 

 
 
○ こうちの子ども体力アップアクションプランの推進 

①魅力ある体育学習・体育的活動の充実、②運動習慣の確立、③校内指導体制の確

立、④研修の充実と啓発活動、⑤関係機関との連携の５つを柱とした「こうちの子ど

も体力アップアクションプラン」を推進します。 

○ スポーツ選手（トップアスリート）「夢先生」派遣事業 

スポーツ選手を夢先生とした「夢の教室」を小中学校で開催し、運動に対する活動

意欲を高め、児童生徒の望ましい運動習慣を身につけさせます。 

○ 児童生徒の健康のための学校保健・健康教育等の普及・促進 

    退職養護教諭をスクールヘルスリーダーとして経験の浅い養護教諭配置校等に派遣

し、指導・助言を行い、学校保健を推進します。 

○ 学校給食における地産地消をすすめる産業振興食育推進事業 

   学校給食へ地場産物の活用を図るためのネットワークづくりを進めるとともに、食

育・食農教育等体験学習の実施、調査研究を行い、高知県の産業振興計画に位置づけ

た取組を、学校給食、食育の場で推進します。 

○ 教育文化祭の実施 

 高知県内の幼児、児童生徒及び教職員の教育文化活動を広く県民に周知・公開し、

その成果をたたえ、高知県の教育文化の向上を図ります。 

主 な 取 組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜背景・留意点＞ 

○ テレビゲームなどの室内遊びが多くなり、外で遊ぶ機会が減少しています。 

○ 学校の体育の授業において十分運動量が確保されていない場合があります。 

○ 児童生徒の意欲や気力が減退していることが心配されます。 

○ 健康や運動の基盤となる基本的な生活習慣を身につけさせることが課題です。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

新 

子どもの体力向

上支援事業 

プ ロ グ ラ

ム の 作

成・実施 

 
プ ロ グ

ラ ム 活

用率 
 

５０％

 

 
        

７０％

 

 

 

９０％

 

 

 

１００％ 

(25 年度) 

全国体力調査全ての

項目で全国平均又は

同等レベル 
 
プログラムの活用率

１００％ 

新 

スポーツ選手

（トップアスリ

ート）「夢先生」

派遣事業 

県内 

３６校 

  

 

 

  
全ての中学校区１名

派遣 

地域スポーツ人

材の活用実践支

援事業 

(H20） 

全 国 体 力

調査結果 

全 国 平 均

以上 

２項目 
体育授業 

７０名 

部活動 

８０名 

体 育 授

業 70 名

部活動 

100 名

 

  
全ての小中学校に１

名派遣 

スクールヘルス

リーダー派遣の

推進 

(H20） 

派遣校 

５校 

（30 回） 

  

 

 

 
派遣校 

１５校 

(90 回) 

  
スクールヘルスリー

ダー派遣回数の増加

１６０回 

新 

産業振興食育推

進事業 

（H19） 

地 場 産 物

活用割合 

37.3% 

米 飯 給 食

実 施 率 の

向上 

4.0 回 

  地 場 産

物 活 用

割合 

６ﾎﾟｲﾝﾄ

向上 

米 飯 給

食 実 施

率 の 向

上4.1回

  （H23） 

学校給食実施率の向

上 

学校給食の地産地消

日本一 

地場産物活用割合 

６ポイント向上 

米飯給食実施率の向

上 4.1 回 

栄養教諭を中核

とした食育推進

事業 

（H19） 

食 に 関 す

る 指 導 の

年 間 計 画

作成率 

 

(小)27.8% 

(中)10.0% 

食 に 関 す

る 指 導 の

年 間 計 画

作 成 率 の

向上 
 

食 育 推 進

事 業 実 施

市 町 村 の

拡大 

  

年 間 計

画 作 成

率 の 向

上 

１００％

 

  
（H23） 

食に関する指導の年

間計画作成率の向上

１００％ 

 

食育推進事業の実施

市町村（新規市町村

での実施）の拡大 

生活習慣改善指

導事業（食育連

絡会の開催） 

(H20） 

朝 食 を 必

ず 食 べ る

児 童 生 徒

の割合 

(小)88.7% 

(中)83.4% 

(高)71.9% 

朝 食 を 必

ず 食 べ る

児 童 生 徒

の 割 合 を

高める 

    生活習慣、食に関す

る指導を全小学校で

実施 
 
（H23） 

朝食を必ず食べる児

童生徒割合を高める

小学生９５％以上 

中学生９０％以上 

高校生８５％以上 

教育文化祭 

(H20） 

行事数 22 

参 加 者 数

約 19 万人 

参 加 者 数

の拡大 

(行事広報

等) 

 

 

 

行 事 の

質 の 向

上 

文 化 祭

行 事 の

拡大(後

援 事 業

の新設)

  

県民を巻き込んでの

参加者数の拡大 

参加者数約 21 万人 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１ 明るい未来を担う人づくり 

   

   

＜基本方針＞ 

（２）生涯を通し学ぶ喜びに満ちた教育的な風土づくりを進めよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 県立図書館と市町村立図書館のネットワーク化の推進 

○ 若者サポートステーションによる若者の学び直しに向けた支援 

○ 全国生涯学習フェスティバルの開催等を契機とした地域の教育力の向上 



 

（２）生涯を通し学ぶ喜びに満ちた教育的な風土づくりを進めよう 

 

 

 

○ 県立図書館による市町村への支援機能の整備・充実を進めます。 

○ 就学や就労などを促進する総合的な若者支援体制の充実を図ります。 

○ 社会全体で教育に取り組む仕組みづくりや仕掛けを行い、その成果を地域社会に 

還元できるような取組を進めます。 

○ 地域のスポーツ環境をさらに充実させます。 

○ 地域の身近な学びの場である公民館活動の活性化を図ります。 

方 向 性 

 

 

○ 県立図書館と市町村立図書館のネットワーク化の推進 

県立図書館の在り方を検討し、早期にその整備に努めます。また、市町村支援用の

図書の充実を図るとともに、市町村での資料の分担収集を進め、それを生かすコンピ

ュータ・システムの導入支援を行います。 

○ 若者サポートステーションによる若者の学び直しに向けた支援 

就学や就労に向けた学び直し、職業訓練やトライアル雇用などを活用した支援に取

り組みます。 

○ 公民館等を活用した地域の学び場づくり 

地域住民の学習ニーズに対応するため、特色ある公民館活動を支援します。 

○ 全国生涯学習フェスティバルの開催等を契機とした地域の教育力の向上 

平成２２年度開催予定の「全国生涯学習フェスティバル」等を契機とし、県民の学

習活動への参加の機運を高め、その成果を地域社会に還元する仕組みづくり進めます。

○ 総合型地域スポーツクラブの育成 

総合型地域スポーツクラブを各市町村に少なくとも一つは育成・定着できるよう支援します。

○ 地域の核となる人材の育成 

青年団や婦人会とＮＰＯ団体等との新たなネットワーク化を進めるなど、社会教育

関係団体の活性化に取り組みます。 

主 な 取 組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜背景・留意点＞ 

○ 公立図書館、公民館等の施設や内容が充実しているとは言えない状況です。特に公立

図書館の設置率は低く、読書環境の整備が課題です。 

○ 不登校や中途退学に加え、若年無業者の割合が高く、学び直しの機会を設ける必要があります。 

○ 総合型地域スポーツクラブの整備が徐々に進み、地域住民のスポーツ参加機会の向上

につながっています。 

○ 地域の婦人会や青年団等の加入率が減少しています。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

図書館ネット

ワーク事業 

(H20) 

図書館にコ

ン ピ ュ ー

タ・システ

ムを導入し

ている自治

体割合 

50%以下 

市町村支援

用図書の充

実 

 

図書目録デ

ータ県立か

ら市町村立

図書館への

ダウンロ―

ド ･サービ

スの実施 

市町村立

図館へコ

ンピュー

タ･システ

ム導入支

援 

 

図書目 

録データ

ダウンロ

ード利用

促進 

市 町 村

立 図 書

館 と 資

料 の 分

担 収 集

に つ い

て 協 議

の 場 の

設定 

分担収集

について

協議 

第１次分

担収集計

画策定 

県立図書館で購入し

た書籍を市町村立図

書館に提供し、物流シ

ステムの活用を前提

とした資料の分担収

集を実現します。 

若者の学び直

しと自立支援

事業 

（H20） 

要支援者の

自立（就学、

就労）率 

30% 

要支援者の

自立（就学、

就労）率の

向上 

 

 

 

 

職場体験

等の充実

自立（就

学 、 就

労）率 

４０％ 

  

支援プログラムの活

用により要支援者の

自立（就学、就労）率

６０％ 

公民館等を活

用した地域の

学び場づくり 

（H20） 

全国公民館

研究集会高

知大会実施

(H20.11 月)

による活動

気運の高揚

特色ある公

民館活動の

情報収集、

発信、調査 

    

地域住民が主体的に

学ぶ場が整備されて

いる 

新 

生涯学習フェ

スティバル 

（H20） 

H22 開催予

定地の内定

（H21.2.2）

生涯学習フ

ェスティバ

ル実行委員

会 立 ち 上

げ、周知・

啓発 

 

「教育の日」

制定 

生涯学習

フェステ

ィバルの

開催 

 

「教育の

日」県民

参加の取

組実施 

   

生涯にわたり学び続

ける教育的風土づく

り 

総合型地域ス

ポーツクラブ

の育成 

（H20） 

設立 (又は

準備中)市

町村数 

22 市町 

（64.7%） 

 

 

  

    各市町村に少なくと

も一つは総合型地域

スポーツクラブを設

立する 

（H25） 

全市町村で実施 100% 

地域の核とな

る人材の育成 

（H20） 

高知県青年

団協議会 

12 市 町 村

378 名 

高知県連合

婦人会 

28 市 町 村

7908 名 

青年団・婦

人会が実施

する事業と

同じ目的を

持つＮＰＯ

団体等との

連携の検討 

連携事業

( Ｎ Ｐ Ｏ

団体等と

の ) の 実

施とネッ

トワーク

の構築 

   

地域の核となる社会

教育関係団体の活性

化 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１ 明るい未来を担う人づくり 

 

 

＜基本方針＞ 

（３）高知県の強みを生かし、伸ばす取組を進めよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 夢を育み感性を磨く読書活動の積極的な推進 

○ 高知県の自然環境を生かした理科教育や産業系の教育内容の充実 

○ 日本有数の海技士養成高校を目指す高知海洋高校の活性化と土佐海援丸 

の新船建造 

 



（３）高知県の強みを生かし、伸ばす取組を進めよう 

  
 

 

 

○ 「高知県子ども読書活動推進計画」を確実に実施し、読書活動の推進や読書環境の

充実を図ります。 

○ 県立学校の成果をあげた独自の取組を引き続き支援します。 

○ 農業・林業・水産業など、高知県の強みや特色を生かした専門高校の取組を一層周

知し、必要に応じ、充実を図ります。 

○ 高知県の強みや特色を生かした授業づくりを進めます。 

方 向 性 

 

 

○ 夢を育み感性を磨く読書活動の積極的な推進 

全市町村での子ども読書活動推進計画の策定を促すとともに、積極的な図書整備を

働きかけます。また、市町村ごとに読書応援隊を組織化し、地域のボランティアを効

果的に活用することにより、子どもの読書環境を充実させます。 

○ 特色ある高等学校づくりの推進（２１ハイスクールプラン推進事業） 

学校長が、学校経営ビジョン等に基づき学校の特色化・活性化を図るために提案す

  る事業を必要に応じて支援します。 

○ 日本有数の海技士養成高校を目指す高知海洋高校の活性化と土佐海援丸の新船建造

土佐海援丸の新船建造にあわせて、高知海洋高校の教育課程の見直しを行い、進路

保障の取組を強化するとともに、新たな利用計画を策定します。 

○ 高知県の特性を生かした教育内容の充実 

高知県の自然環境を生かした理科教育やキャリア教育等を推進するとともに、食育

や専門教育と産業振興計画との連携を深めます。 

主 な 取 組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜背景・留意点＞ 

○ 読書を好きな子どもの割合や全国一斉読書活動実施校の割合は全国平均以上ですが、 

公立図書館等の読書環境の整備は低い状況です。 

○ 各県立学校において地域や伝統に根ざした特色ある学校づくりが進められています

が、中学生のアピールや県内外への発信が十分ではありません。 

○ 高知県の自然環境や産業を教育に生かすことにより、児童生徒の興味関心や将来に対 

する意欲を高め、教育活動の活性化を図ることが大切です。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

市町村子ども読

書活動推進計画

の策定 

(H20) 

策定市町

村 

４市町村 

策 定 率

12% 

新たに 

１３市町

村で推進

計画策定 

(策定率 

５０％) 

新 た に

１ ０ 市

町 村 で

推 進 計

画策定 

(策定率

８０％) 

全市町村

で推進計

画を策定

(策定率 

100％) 

  

市町村読書応援

隊の組織化 

(H20) 

県内ボラ

ンティア

の調査実

施、名簿作

成 

ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ

150 団 体

1444 名 

１７市町

村で読書

応援隊を

組織化 

(組織率 

５０％) 

２ ７ 市

町 村 で

読 書 応

援 隊 を

組 織 化

(組織率

８０％) 

全市町村

で読書応

援隊を組

織化 

(組織率

100％) 

  

全市町村で読書活動推進

計画を策定するととも

に、読書応援隊を組織化

することにより、学校で

の読書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活用率

及び家庭での読書時間を

全国平均以上にする。 

特色ある高等学

校づくり（２１

ハイスクールプ

ラン推進事業) 

 

２１ハイ

スクール

プランの

継続 

 

   

生徒の個性や学校・地域

の特性を生かした自主

的、創造的な取組の実現

教 育 課 程

見 直 し と

活性化 

海 洋 産 業

従 事 者 の

育成 

３級海技

士取得 

年２～４

名 

船舶職員

養成課程

の設置 

教 育 課

程検討 

新教育課

程 

 

 

日本有数の海技士養成高

校 

（H25） 

３級海技士取得増 

年１０名程度 

卒 業 生 の

進路保障 

（H19） 

就職・進学

率 80% 

教育内容

の検討 

 

   

将来の海洋産業の担い手

育成 

（H25） 

就職・進学率 １００％ 

実 習 船 の

運 航 計 画

の見直し 

 
計画案作

成 

現船で 

の試行 

 

新船によ

る運行 

 

実習船の有効利用 

 

新

高

知

海

洋

高

校

の

充

実 

土 佐 海 援

丸 の 代 船

建造 

 設計 建造 建造 
新船によ

る実習 

 

新船建造 

理科支援員等配

置事業 

(H20) 

11 小学校

に配置 

理科支援

員配置 

(小学校 

１１校へ

配置)  

  

見直し 

 理科支援員配置校を増や

し、理科の授業の質の向

上を図る 

（H25） 

理科支援員 

小学校３５校に配置 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点２ 家庭や地域の教育力の向上 

 

 

＜基本方針＞ 

（４）教育の原点である家庭の教育力を高めよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 子どもの学びを保障する教育費負担等の軽減 

○ 子どもの健やかな育ちを支え、保護者の悩みを軽減するための子育て・ 

親育ち支援の推進 

○ 子育て家庭へのきめ細かな支援の充実 

 



 

（４）教育の原点である家庭の教育力を高めよう 

 
 

 

 

○ 厳しい状況にある家庭を側面的に支援する施策を充実することで、どのような家庭

状況であっても一定の教育を受けられる取組を進めます。 

○ よりよい親子関係を構築し、親の子育て力を高めることで、子どもたちの生きる力

の基礎となる人格形成の基礎を培います。 

○ 学校と家庭とのパートナーシップの強化を図り、ＰＴＡ等との連携による基本的な

生活習慣の確立と生活リズムの向上を推進します。 

○ 宿題や家庭学習をしっかりと行うことができる対策を充実します。 

方 向 性 

 

 

 

○ 子どもの学びを保障する教育費負担等の軽減 

多子世帯保育料軽減事業、高等学校等奨学金、放課後学習支援員配置事業などによ

り、厳しい家庭への教育費等に関する負担の軽減を図ります。 

○ 子どもの健やかな育ちを支え、保護者の悩みを軽減するための子育て・親育ち支援

の推進 

   「親育ち支援チーム」や子育て支援アドバイザーを派遣し、子どもの育ちと大人の

かかわり方の講話や子育て相談などを実施します。 

○ 子育て家庭へのきめ細かな支援の充実（家庭教育支援基盤形成事業） 

家庭教育サポーターの配置やＮＰＯ、企業と連携した子育て講座を実施することで、

子育て家庭への支援を行います。 

○ 子どもの生活リズム向上推進事業 

小中学校PTAと協働して家庭学習や読書時間の確保、家庭内でのルールづくりに取り組みます。

主 な 取 組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

＜背景・留意点＞ 

 ○ 就学援助率の上昇傾向に見られるように経済面で厳しい家庭が増加しています。 

○ 核家族化や少子高齢化の影響で、子どもへの接し方がわからなかったり、子育てに不

安や悩みを抱えたりする保護者が増えています。 

○ 家庭での学習習慣が十分に定着しておらず、その解決に向けた学校と家庭の連携が不

十分です。 

○ 子どもの基本的な生活習慣の確立を学校に頼っている家庭が多い状況です。 

○ 「早ね 早おき 朝ごはん」運動は小学生には浸透してきましたが、中高生の状況に

は課題があります。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

新 

多子世帯保育料

軽減事業 

第 ３ 子 以

降 ３ 歳 未

満 児 の 保

育 料 無 料

化・軽減の

助成 

    

子どもを生み育てやす

い環境を整備するため

多子世帯保育料軽減事

業の普及を図る 

高等学校等奨学

金 

(H18） 

県 民 所 得

2170 千円(44

位) 

全 国 平 均

3069 千円 
 
必 要 な 予

算の確保 

    経済的理由で高等学校

等への修学を断念する

子どもを生じさせない 

新 

放課後学習支援

員配置事業 

（H20） 

授業以外に

全く勉強し

ない生徒   

10.7% 

家で宿題を

しない生徒  

9.4% 

高 知 市 中

学 校 １ ９

校 へ ５ １

人配置 

    

授業以外に全く勉強し

ない生徒（全国 7.7％）

や家で宿題をしない生

徒（全国 5.7％）を全国

並みに減少 

※H20 全国数値 

市町村、園長

等への説明、

市町村訪問 

 
７ﾌﾞﾛｯｸ 

 
全市町村 

全市町村

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所・幼稚

園等の保護

者等への支

援 

（H20） 

派遣回数 

８回 

４０回 ６０回 100 回 

 

 

新

親

育

ち

支

援

啓

発

事

業 

保育者等へ

の研修 
 ３０回 ４０回 ５０回

 

 

全市町村で実施 

 

保育所・幼稚園等への指

導主事等の派遣回数 

６２０回 

子育て支援アド

バイザー派遣事

業（地域の子育て

家庭対象） 

（H20） 

派遣回数 

８市町村 

２０回 

４０回 

 

   
子育て支援アドバイザ

ーを全市町村に派遣 

基本的生活習慣

定着への理解・促

進（｢早ね 早おき 

朝ごはん｣の状

況） 

全保育所、

幼稚園、小

中 学 校 の

保 護 者 に

資料配布、

周知 

Ｐ Ｔ Ａ 教

育 行 政 研

修 会 等 で

啓発促進 

 

   

学校ＰＴＡによ

る「こうち家族強

調月間」への取組

（生活ﾘｽﾞﾑﾁｪｯｸ

カードの活用） 

（H20） 

（朝食摂取率） 

(小)85% 

(中)78% 

（就寝 11 時以降） 

(小)22% 

(中)63% 

（睡眠 6 時間以下） 

(小)2.6% 

(中)8.0% 

こ う ち 家

族 強 調 月

間(9･11･1

月)に 1 週

間実施 

 

   

基本的生活習慣の確立

と生活ﾘｽﾞﾑの向上 
 
（H25） 

（朝食摂取率） 

小学９５％以上 

中学９０％以上 

高校８５％以上 

（就寝時間 11 時以降）

小学 10％、中学 50％ 

（睡眠時間 6 時間以下）

小学０％、中学０％ 

家庭学習推進事

業 

（H20） 

中学校ＰＴ

Ａ30 校に委

託 

家 庭 学 習

の 定 着 に

向 け た 小

中 学 校 Ｐ

Ｔ Ａ へ の

支援（30 校

に委託） 

委託 PTA

３０校 

＋ 前 年

度 委 託

校 

(計６０

校) 

委託 PTA

３０校 

＋ 前 年

度 ま で

の 委 託

校（計 

９０校）

実 施 す

る Ｐ Ｔ

Ａ の 拡

大 

 

学校・家庭・行政が地域

のＰＴＡ活動に参加し

子どもたちの教育課題

の解決に向けて、組織

的・具体的に行動する 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点２ 家庭や地域の教育力の向上 

 

 

＜基本方針＞ 

（５）乳幼児教育や親育ち支援を重視し、確かな「子育て力」を育成しよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 保育士・幼稚園教員の資質・指導力の向上 

○ 子どもの健やかな育ちを支え、保護者の悩みを軽減するための子育て・ 

親育ち支援の推進（再掲） 

○ 子育て環境を充実するための認定こども園の推進 

 



 

（５）乳幼児教育や親育ち支援を重視し、確かな「子育て力」を育成しよう 

 
 

 

 

○ 就学前の保育・教育を充実し、どこにいても質の高い保育・教育を受けることので

きる環境を整えます。 

○ 乳幼児期におけるよりよい親子関係を構築し、親の子育て力を高めることで、子ど

もたちの生きる力のベースとなる人格形成の基礎を培います。 

○ 一人ひとりの子どものよりよい発達や学びの連続性の確保のために、保・幼・小の

子どもの交流や教職員の相互理解、連続性を考慮したカリキュラムの構築などを行い

ます。 

○ 保護者の就労の有無にかかわらず子どもを受け入れることができ、幼稚園教育要領

に沿った教育等を行う認定こども園への円滑な移行を促進します。 

方 向 性 

 

 

○ 行政窓口の一本化の推奨 

就学前の子どもを一体的に捉え、乳幼児教育の充実を図るため、保育所と幼稚園の

市町村の行政窓口を教育委員会に一本化するよう推奨します。 

○ より質の高い保育･教育の推進 

保育所・幼稚園等が行う園内研修などへの現場支援を充実･強化し、保育士・幼稚園

教員の資質･専門性の向上を図ります。 

○ 子どもの健やかな育ちを支え、保護者の悩みを軽減するための子育て・親育ち支援

の推進（再掲） 

   「親育ち支援チーム」や子育て支援アドバイザーを派遣し、子どもの育ちと大人の

かかわり方の講話や子育て相談などを実施します。 

○ 子育て環境を充実するための認定こども園の推進 

 施設整備費や人件費等にかかる経費への助成を行い、認定こども園への移行を促進します。

主 な 取 組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜背景・留意点＞ 

○ 乳幼児期は人間形成の基礎を培ううえで非常に重要な時期ですが、乳幼児教育の重

要性に対する理解がまだ十分に進んでいません。 

○ 子どもへの接し方がわからない保護者や、子育てに不安や悩みを抱える保護者が増

えています。 

○ 保･幼･小の連携がまだ十分でないため、幼児教育と小学校教育の円滑な接続がなさ

れていません。 

○ 待機児童の解消や延長保育など、仕事と子育ての両立に向けた保育サービスが十分

ではありません。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

保育所・幼稚園の行

政窓口の一本化 

（H20） 

窓口一本化

市町村２町 

     

窓口を一本化した市町

村数を１９市町村とす

る 

新保育所保育指針・

幼稚園教育要領説明

会 

（H20） 

説明会参加

率 51.4% 

     

職員の理解促進のため

の説明会参加率 

１００％ 

保育実践スキルアッ

プ推進事業 

（H20） 

モデルとな

る保育を公

開した施設

数２園 

２園 

    

モデルとなる保育を公

開する施設数１０園 

園内研修支援事業 

（H20） 

新たに園内

研修を実施

した施設数

１５園 

１４園 

    
新たに園内研修を実施

した施設数７０園 

全施設数の５０％で園

内研修を実施 

市町村、園長等

への説明、市町

村訪問 

 
７ﾌﾞﾛｯｸ 
 
全市町村 

全市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所・幼稚園

等の保護者等へ

の支援 

（H20） 

派遣回数 

８回 

４０回 ６０回 100 回 

 

 

新

親

育

ち

支

援

啓

発

事

業 
保育者等への研

修 
 ３０回 ４０回 ５０回 

 

 

全市町村で実施 

 

保育所・幼稚園等への指

導主事等の派遣回数 

６２０回 

子育て支援アドバイ

ザー派遣事業（地域

の子育て家庭対象） 

（H20） 

派遣回数 

８市町村 

２０回 

４０回 

 

   
子育て支援アドバイザ

ーを全市町村に派遣 

認定こども園の設置

促進（認定こども園

の設置数） 

（H20） 

認定子ども

園３施設 

     

（H25 末までに） 

２０施設を認定 

※保育所   ２７６ （H20.4.1 現在 ： 認定子ども園である保育所含む） 

 幼稚園    ５７ （H20.5.1 現在 ： 認定子ども園である幼稚園含む） 

 認定こども園   ３ （H20.4.1 現在 ： 内２園再掲） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点２ 家庭や地域の教育力の向上 

 

 

＜基本方針＞ 

（６）放課後や週末などに積極的に学校にかかわり、地域全体で教育を支えよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 健やかで豊かな放課後を保障する放課後子どもプランの推進 

○ 地域社会全体で学校を支える学校支援地域本部の設置 

○ 地域ぐるみの学校安全体制の整備 

 



 

（６）放課後や週末などに積極的に学校にかかわり、地域全体で教育を支えよう 

 
 

 

○ ボランティアによる学校図書館（室）の運営や部活動の指導、学校周辺の見守り 

活動など、地域社会全体が学校を支える仕組みづくりを推進します。 

○ スポーツや文化活動、宿題等学習の支援を行い、すべての子どもたちに健やかで豊

かな放課後を保障します。 

○ 地域の抱える教育課題を学校・家庭・地域で共有し、協働する取組を進めます。 

方 向 性 

 

 

 

○ 健やかで豊かな放課後を保障する放課後子どもプランの推進 

県内のすべての小学校で放課後子どもプランを実施できるよう設置拡大をするとと

もに、中学生を対象とした放課後学習室の設置に取組みます。 

○ 地域社会全体で学校を支える学校支援地域本部の設置 

学校支援の核となる地域コーディネーターや学校支援ボランティアの資質向上を図

るとともに、各市町村が人材バンクを設置するように支援します。 

○ 地域ぐるみの学校安全体制の整備 

防犯の専門家や警察官ＯＢ等を活用し、各地域における子どもの見守り活動の体制整

備を推進します。 

○ 防災教育の推進 

すべての学校で学校防災マニュアルなどを活用し、危機管理力・防災力の向上を図り

ます。 

主 な 取 組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜背景・留意点＞ 

○ 地域の子どもたちを育成するために、また、地域の教育施設や人材などを積極的に活 

用する仕組みづくりが十分ではありません。 

○ 保護者が安心して就労でき、子どもが健やかに放課後や週末等に学習や運動ができる 

場の確保が必要です。 

○ 地域の教育を振興する取組や開かれた学校づくりが、イベント等の開催にとどまる場

合もあり、具体的な教育成果につなげる取組が弱い状況です。 

○ 身近に迫った南海大地震対策や学校の危機管理能力を高めることが課題です。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

（H20） 

児童クラ

ブ、子ども

教室設置学

校数 

１５２校 

小

学 

182 校 

/248校

206 校 

/248 校 

   
全ての小学校区

で高知版「放課後

子どもプラン」を

実施 

新 

放課後子どもプ

ラン推進事業 

(※新は、中学

校事業のみ) 

（H20） 

学習時間が

30分より少

ない中学生

25% 

中

学 
１７校 

    希望するすべて

の中学校区に放

課後学習室を設

置 

 

家庭での学習時

間の増加 

 

（H25） 

学習時間が 30 分

より少ない中学

生５％ 

学校支援地域本

部事業 

(H20) 

15 市町村 

18学校支援

地域本部を

設置 

１ ９ 市 町 村

２２学校支援

地域本部設置

 

学校支援ボラ

ンティア養成

研 修 会 実 施

人 材 バ ン ク

の設置 

学 校 教 育

を 支 援 す

る 体 制 づ

く り の 構

築 

全 中 学

校 区 に

そ の 成

果 を 周

知 及 び

啓発 

未実施市

町村にお

ける仕組

みづくり

への支援 

 

 

 

 

 

 

すべての市町村

において、学校や

地域の実情に応

じた学校を支援

する仕組みの構

築 

地域ぐるみの学

校安全体制整備

推進事業 

（H19） 

スクールガ

ード小学校

組織率 

72.5% 

スクールガー

ド･リーダー

やスクールガ

ードを設置す

る 

 

   

（H23） 

スクールガード

の小学校組織率  

１００％ 

防災教育推進事

業 

（H20） 

地域での取

組の防災教

育研修会へ

の参加者数

１８２名 

各学校での防

災教育の実施

 

研修会新規参

加者５０名 

  

 

 

 

学 校 防

災 マ ニ

ュ ア ル

作成 

100％ 

  
毎年防災教育実

施率 １００％ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点３ 教育の質の向上と教育環境の整備 

 

 

＜基本方針＞ 

（７）学校で将来の基礎となる力を確実に身につけさせよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 学力向上のための学校改善プランに基づく支援･指導の強化（義務教育・小中学校）

○ 高知市が行う学力向上の取組に対する重点支援（義務教育・中学校） 

○ 学力向上に向けた４－Ｄａａｎプロジェクト（４段階にわたる学力向上のた

めの取組、“Do aggressive action now”Project）の推進（高校教育） 

○ 希望の進路実現に向けた高校生就職支援（高校教育） 

○ 発達障害等支援を含む特別支援教育の総合的な推進（特別支援教育） 

○ 県内大学の積極的な地域貢献の促進（高等教育・大学等） 

○ 学力向上や不登校対策等に向けた校種間の連携の強化（共通） 



  

（７）学校で将来の基礎となる力を確実に身につけさせよう 

① 義務教育 

 
 

 

 

○ 各学校における学力向上に向けた具体的な取組である学校改善プランを着実に実行します。

○ 家庭学習を定着させるため、授業と関連づけた宿題や、予習・授業・復習のサイク

ルが自然に成り立つような授業づくりを行います。 

○ 算数・数学においては、学習内容の小さなまとまり（単元）ごとに確実な定着を図

り、該当学年において身につけるべき学力を保証する取組を進めます。 

○ 高知県と高知市が連携して、学力向上に取り組みます。 

○ 県全体の教育レベルを引き上げるため、高知県を先導的に取り組む学校を積極的に

支援します。 

方 向 性 

 
主 な 取 組 

 
 

○ 学力向上のための学校改善プランに基づく支援･指導の強化 

各学校において、学校改善プランに基づく学力向上の取組が組織的に行われ、目標

が達成できるよう指導・支援を行います。特に、課題を有する学校に対しては、学力

向上推進チームが個別の集中的・重点的な支援を行います。 

○ 算数・数学学力定着事業（単元テスト） 

単元ごとに一人ひとりの習熟の度合いを把握・分析し、指導・支援を行い、学習内

容の確実な定着を図るため、算数・数学の単元テストを実施します。 

○ 高知市が行う学力向上の取組に対する重点支援 

高知市が行う自主学習や家庭学習の習慣化を図る取組を支援します。併せて、取組

を徹底するための人的支援を行い、高知市の中学生の基礎学力の定着を図ります。 

○ 先導的な役割を担う学校への支援 

   教育水準の向上に意欲的に取り組む学校を支援し、さらに伸ばすことで、県内外か

らも視察されるような教育先進校をつくります。また、新しい学習指導要領の趣旨や

内容を反映したモデル校をつくり、県内での実施を円滑かつ効果的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜背景・留意点＞ 

○ 学力向上等の施策を実施することだけに止まる傾向があり、ＰＤＣＡサイクルが十分

に機能せず、児童生徒の学力を向上させる取組が詰めきれていません。 

○ 県内公立中学校の生徒数の４割近くを占める高知市では、家庭での学習習慣が身につ 

いていない生徒が非常に多く、学力の定着状況に大きな課題が見られます。 

○ これまで全体的な底上げや課題のある学校への支援は数多く実施されてきましたが 

本県を先導する学校をさらに伸ばしていく取組も必要です。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

学校改善プラ

ン実践事業 

（H20） 

学校支援訪

問回数 

３３校 

１８８回 

プランに基

づく指導・

助言 

重点支援校

中４６校 

  
 

新 た な

対 策 を

検討 

 

学校における学力向

上のＰＤＣＡサイク

ルの確立 

算数・数学学力

定着事業（単元

テスト） 

実施学年 

小 4～6 

中 1～3 

実施学年

小 1～6

中 1～3 

 

  

 

中学校学力向

上対策非常勤

講師配置事業 

配置人員  

非常勤 

６０名 

(拡充) 

 

 

 

 

新 た な

対 策 を

検討 

 

新 

教育のまちづ

くりプラン推

進事業 

（H20） 

全国学力・

学習状況調

査 

小学生 

国語-1.6Ｐ 

算数-0.9Ｐ 

中学生 

国語-4.8Ｐ 

算数-8,2Ｐ 

 

※P＝ﾎﾟｲﾝﾄ 

推 進 地 域

（南国市）

モデル校 

小学１３校 

中学５校 

モデル校

の実践例

を県内普

及 

 

 

 

全国学力・学習状況

調査の結果を全国水

準まで上昇 

指導改善加配 

配置学校数 

小学校 

５校 

中学校 

１５校 

 

 再検討

 

学校における学力向

上のPDCAサイクルの

確立 

教科指導エキ

スパート派遣

事業 

（H20） 

中学校にお

ける国語・

数学の授業

がよく分か

る割合 

国語-4.7Ｐ 

数学-1.5Ｐ 

配置学校数 

中学校 

７校 

(継続) 

 

新 た な

対 策 を

検討 

 

 

教員の指導方法の工

夫改善 

 

（H23） 

中学校における国

語・数学の授業がよ

く分かる割合 

全国以上 

新 

中学校学習習

慣確立のため

の緊急支援事

業（高知市重点

支援） 

（H20） 

授業以外に

全く勉強し

ない生徒  

10.7% 

家で宿題を 

しない生徒 

9.4% 

教材整備中

学校学力向

上補助員 

１６名 

学力向上ス

ーパーバイ

ザー２名 

 

   

授業以外に全く勉強

しない生徒（全国

7.7％）や家で宿題を

しない生徒（全国

5.7％）を全国並みに

減少 

※H20 全国数値 

新 

目指せ！教育

先進校応援事

業 

地域の拠点

となる学校

等を指定 

小・中学校 

２５校指定 

 

 

２５校 

程度指定

(約半数

を前年度

から入れ

替え) 

 

 

２５校 

程度指定

(約半数

を前年度

から入れ

替え) 

  

優良校５０校、地域

の拠点となる先進校

を１５校程度整備 

新 

中学校新教育

課程拠点校指

定事業 

 

教育課程の

研究におけ

る拠点中学

校 ３校   

 

 

 

 

 

新学習指導要領の趣

旨を踏まえた教育課

程の編成・実施 

新学習指導要領 新学習指導要領 

移行期間 勧善実施 



 

（７）学校で将来の基礎となる力を確実に身につけさせよう 

 ② 高校教育 

 

 

 

○ 高校生の基礎学力の定着と進路希望の実現のため、各学校の生徒の実態に応じ、系

統的な学力向上対策を実施します。 

○ 中学生が自ら努力することで、目指す高等学校に入学することができるよう、県立

高等学校の入学者選抜制度や通学区域の見直しを実行し、フォローアップを行います。

○ 経済界や労働関係機関との連携を図り、県内企業を知る取組や、高校生が社会人と

なる際に必要なスキルアップを図ります。 

方 向 性 

 

○ 学力向上に向けた４－Ｄａａｎプロジェクト（４段階にわたる学力向上のための取

組、“Do aggressive action now”Project）の推進 

・ つなぎ教材や家庭学習教材等の研究・作成を行うとともに、学力向上サポート員

を配置し、基礎学力の定着や学習習慣の確立を図ります（１－Daan）。 

・ 拠点校において、学力定着把握調査や学習合宿などを実施し、力のある学校づく

りを推進します（２－Daan）。 

・ 校内研修、学力向上対策の研究、教科別研究協議会等を充実させ、教員の指導力

を向上させます（３－Daan）。 

・ 進学入試問題集や進路情報誌を充実することにより、進路実現のための学力向上

を図ります（４－Daan）。 

○ 入学者選抜制度の改正と通学区域の見直し 

前期選抜での学力検査の実施など入学者選抜制度の内容を見直すとともに、高知学

区内の中学生への影響を考慮しながら、段階的に通学区域を撤廃します。 

○ 希望の進路実現に向けた高校生就職支援 

高校生の就職を支援するため、高校生スキルアップ講習会、インターンシップ推進

事業、保護者対象講演会、就職アドバイザーの配置などを実施します。 

主 な 取 組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜背景・留意点＞ 

○ 学習意欲の乏しい生徒や基礎学力が十分に身に付いていない生徒が入学してくる実

態があり、また高校生になってからの家庭学習の時間が著しく不足しています。 

○ 多様な生徒が入学してくるなか、直接指導を行う教員が対応に苦慮する現実があります。 

○ 大学進学や就職等に関する情報が少なく、その内容を知ることや、体験し触れる機

会が十分に確保できていません。 

○ 将来の高知県を担う人材である高卒生の県外流出が増加しています。また、県内就

職希望者の就職先が十分確保できていない実態があります。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

基 礎 学 力

の定着 

つなぎ教材、

家庭学習教

材等の研究

開発、学力向

上サポート

員の活用 

 

 

新 対 策

の 検 討

実施 

 

生徒の学習への意

欲を喚起し、基礎学

力の定着、学習習慣

の確立 

力 の あ る

学 校 づ く

り 

学校を指定

し、支援を行

い、学力定着

把握調査等

による生徒

の実態把握

の実施 

 

 

拠 点 校

見直し、

内 容 検

討 

 

 

生徒個々に応じた

学習指導法の確立 

教 員 の 資

質向上 

校内及び集

合研修の充

実、県内外先

進校視察、教

科別研究協

議会の実施 

 

   

基礎学力定着等に

つながる教員の授

業力向上 

新 

高

校

４ 

│ 

Ｄ

ａ

ａ

ｎ

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト 

進 路 実 現

の た め の

学力向上 

(H20) 

公立高校か

ら 

国公立大学

現役合格者

数 400 人 

就職内定率 

89% 

(H19) 

公立高校中

途退学率 

2.9% 

大学訪問実

施、進学・進

路の情報収

集及び関係

書籍の充実 

 

   

(H25) 

国公立大学合格者

数の増加 

公立高校からの現

役合格者数 600 人 

就職内定率の向上

内定率９５％ 

入学者選抜制度

の見直し 

新制度の 

周知・実施 
実施    

中学生で身に付け

るべき基礎学力の

定着、学習習慣の確

立 

通学区域の見直

し 

(H19) 

公立高校中

途退学率 

2.9% 変更内容の

周知 

東部・高

吾・幡多

学 区 撤

廃、高知

学 区 の

区外枠 

１５％ 

高 知 学

区 の 区

外枠 

２０% 

すべて

の通学

区域を

撤廃 

 生徒自身の興味、関

心、適性、進路希望

に応じた高校選択

を実現 

（H25） 

公立高校中途退学

率 2.5％ 

就 業 体 験

の充実 

(H20) 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 

延 22 校 1640

名参加 

企業延 359社 

農林業体験 

15校377名参

加 

企業・農業 21 

インターン

シップ推進 

 

農林業体験

インターン

シップ 

 

   
生徒の職業観や勤

労観の向上 

高

校

生

就

職

支

援 
就 職 支 援

の充実 

(H20) 

就職内定率 

89% 

就職ｱﾄﾞﾊﾞｲ

ｻﾞｰの設置 

高校生ｽｷﾙｱｯ

ﾌﾟ講習会 

保護者対象

啓発事業 

県内外求人

事業所説明

会  

 

   

進路選択・生き方相

談、企業開拓などの

充実を図り、公立高

等学校における就

職内定率の向上 

（H25） 

就職内定率 ９５％



  

（７）学校で将来の基礎となる力を確実に身につけさせよう 

 ③ 特別支援教育 

 

 

 

○ 発達障害を含めた障害の理解や基本的な手立ての理解を促進します。 

○ 特別支援教育学校コーディネーター（※注１）や特別支援学級担当教員、特別支援

学校教員など特別支援教育に携わる教職員の専門性を高めます。 

○ 特別支援教育地域コーディネーター（※注２）を活用し、学校支援のための地域ネ

ットワークを充実させます。 

方 向 性 

 

 

○ 教育内容を高める発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業 

幼児期から青年期までの発達段階に応じた校（園）内研修を充実させるとともに、

個別の指導計画、個別の教育支援計画の作成率を向上させます。 

○ 専門性のある教員の育成 

巡回相談等学校支援を充実するとともに、特別支援教育学校コーディネーターや特

別支援学級担当教員への研修等を実施し、専門性を高めます。 

○ 特別支援学校教員の免許保有率の向上 

認定講習の受講を促進し、特別支援学校における当該障害種別の免許状の保有率を

向上させます。 

○ 特別支援教育地域コーディネーターの配置と活用 

特別支援教育担当指導主事を教育事務所等へ専任配置し、学校支援体制を充実します。

主 な 取 組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜背景・留意点＞ 

○ 発達障害のある子どもの理解が不十分なため、通常学級においては実態把握が十分に

できていません。 

○ 学校において適切な指導・支援について検討するシステムづくりが不十分なため、一 

人ひとりの特性や教育的ニーズに応じた手立てが十分に講じられていません。 

○ 特別支援学校においては、児童生徒等の障害の重度重複化が進み、指導内容が多様化 

する中、当該障害種別の免許状保有者の割合が全国的にも低い状況にあります。このこ 

とから、センター的機能を充実するためにも、特別支援学校教員の専門性をさらに向上 

させる必要があります。 

※注１）特別支援教育学校ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとは…校内における特別支援教育に関するコーディネーター的

役割を担う者 

※注２）特別支援教育地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとは…地域の特別支援教育の核となるために教育事務所に配置

した者 

 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

特 別 支

援 教 育

の理解 

（H19） 

特 別 支 援

教 育 に 関

す る 研 修

受講率 

(小中) 

59.7% 

(高校） 

67.6% 

（ 小 中 高

等 学 校 等

での） 

校 内 研 修

の促進 

 

   

特別支援教育に係る

研修の受講率 

９０％(公立小中高

等学校) 発達障

害等支

援・特

別支援

教育総

合推進

事業 適 切 な

指 導 及

び 支 援

の充実 

(H19) 

個 別 の 指

導 計 画 作

成率 

39.9% 

個 別 の 教

育 支 援 計

画作成率  

22.3% 

（ 小 中 高

等 学 校 等

での） 

巡 回 相 談

活 用 の 促

進 

 

   

個別の指導計画作成

率１００％ 

個別の教育支援計画

作成率６０％ 

(公立小中高等学校)

特別支援教育学校

コーディネーター

養成研修の実施（特

別支援教育学校コ

ーディネーターの

専門性の向上） 

(H19) 

巡 回 相 談

の活用率 

(小中) 

70.7% 

(高校） 

24.4% 

地域ｺｰﾃﾞｨ

ﾈ ｰ ﾀ ｰと学

校ｺｰﾃﾞｨﾈｰ

ﾀ ｰが連携

し た 連 絡

協 議 会 の

実施 

 地域コー

ディネー

ーターの

業 務 実

績、活用

状況の把

握による

業務内容

や事業内

容の見直

し 

 

 

巡回相談の活用率 

１００％ 

(公立小中学校) 

７０％ 

(公立高等学校) 

特別支援学校・学級

実践交流事業の活

用 

（特別支援学校教

員専門性向上事業

派遣） 

(H19) 

学 校 支 援

派遣実績  

25.2% 

小 中 学 校

が 特 別 支

援 学 校 の

セ ン タ ー

的 機 能 を

活 用 し た

研 修 会 等

の実施 

 

 

 

 
   

実践交流事業の活用

率７０％（特別支援

学級を設置している

小中学校） 

当該障

害種別

の免許

保有率

の向上 

(H19) 

当 該 障 害

種 別 の 免

許保有率 

50.5% 

認 定 講 習

等 の 受 講

の促進 

 

   
当該障害種別の免許

保有率７０％ 
特別支

援学校

の教員

の専門

性の向

上 

専 門 性

養 成 研

修 の 実

施 及 び

専 門 研

修 等 へ

の派遣 

（H19） 

巡 回 相 談

員 と し て

の参加率 

45.6% 

受 講 者 に

よ る 小 中

学 校 等 へ

の 地 域 支

援の促進 

 

   

研修受講者が小中学

校等への支援を実施

した割合８０％ 



  

（７）学校で将来の基礎となる力を確実に身につけさせよう 

 ④ 高等教育（大学等） 

 

 

 

○ 県内の大学には積極的に地域に貢献する取組を求めます。 

○ 教員免許更新制を円滑にかつ効果的に実施するため、連携体制をこれまで以上に進

めます。 

○ 大学における教員の養成、県教育委員会における採用、教育センターや学校におけ

 る研修、大学院への派遣研修等において、より具体的で実践的・効果的な連携を進め

 ます。 

○ 高大連携等の取組を引き続き推進するとともに、教員の交流を深めます。 

方 向 性 

 

 

○ 大学入試における県内枠の設定や教育課題解決に向けての貢献 

各大学には、地域に一層貢献する観点から、大学入試における県内枠の設定や全国

学力調査の分析等における地域貢献を引き続き求めます。 

○ 県内すべての大学における効果的な教員免許更新制の実施 

教員免許更新制の講習内容の充実等を図るため、県内すべての大学における更新講

習の実施や定期的な意見交換を行います。 

○ 教職員の育成に関する大学との連携の推進 

理数系の免許を有する学生の一層の養成、採用試験問題の点検、専門的な研修等に

おける講師派遣、県内の教育課題を解決するための大学院派遣などを引き続き実施し、

その成果を互いに追求します。 

○ 生徒・学生への教育効果を高める高大連携の推進 

一部の学部や教員だけにとどまらない連携をさらに進め、効果的なカリキュラムや

シラバスの構築も行います。 

主 な 取 組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜背景・留意点＞ 

○ 高知大学の法人化、高知工科大学の県立化、高知女子大学の改革など、各大学の地域

貢献の在り方が問われ、大きな期待が寄せられています。 

○ 平成２１年度から免許更新制が実施され、教員免許課程を有する大学の責任と役割が

求められています。 

○ 教員の養成、採用、研修の各段階での連携が行われています。 

○ 大学と高校、大学と中学校など、それぞれの児童生徒や学生に対する教育を効果的に 

実施するため、その連携が大きく進んでいます。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

大学入試における

県内枠設定 

(H20 入試) 

高 知 女 子

大県内枠 

５１名 

 
 
 

高 知 工 科

大 県 内 枠

１１５名 

 

 

 

   

各大学入試にお

ける県内枠の設

定を求める 

県内大学における

教員免許更新制の

実施 

(H21) 

高知大学、

高 知 工 科

大学、高知

学 園 短 期

大 学 で 更

新 講 習 を

実施 

免 許 更 新

制の実施 

定 期 的 な

連 絡 会 の

開催 

    

県内全ての大学

における更新講

習の実施及び講

習内容の充実 

県内大学院・学部へ

の派遣 

(H20) 

高 知 大 学

大学院  

５名派遣 

 

高 知 大 学

医学部 

１名派遣 

高 知 大 学

大学院  

３名派遣 

 

 

高 知 大 学

医学部 

１名派遣 

    

県内の教育課題

解決のための専

門的知見の提供 

高大連携教育事業 

 

連携授業ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ 

連携教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

高校生ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾌｪ

ｽﾀ 

出前授業・大学

訪問・体験授業

の実施 

(H20) 

各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ等を実施 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

へ の 参 加

校 

延 17 校 

 

※ 効 果 的

なｶﾘｷ ｭﾗ ﾑ

やｼﾗﾊﾞｽは

ま だ 不 十

分 

県 内 ３ 大

学 と 県 立

高 校 と の

連 携 を 強

化 す る た

め の 支 援

(協議、調

整 ) を 行

い、連携校

の 増 加 に

取り組む 

    

高大連携をより

一層進め、効果的

なカリキュラム

やシラバスの構

築を行う 



 
 

（７）学校で将来の基礎となる力を確実に身につけさせよう 

 ⑤ 教育の連続性の確保 

 
 

 

 

○ 一人ひとりの子どものよりよい発達や学びの連続性の確保のために、保・幼・小の

子どもの交流や教職員の相互理解、連続性を考慮したカリキュラムの構築などを行い

ます。（再掲） 

○ 中１ギャップの解消のため、小中連携を通じて課題解決を図ります。（再掲）  

○ 中高一貫教育を推進するとともに、今後、通学区域の見直しに伴い、中高連携教育

については、地域の実態に応じて一層充実させていきます。 

○ 高大連携等の取組を引き続き推進するとともに、必要に応じ、教員の交流を深めます。

○ 子どもの「夢」や「希望」を実現するためのキャリア教育を推進し、子どもの学習

に対する興味関心や意欲を育てます。（再掲） 

方 向 性 

 
 

 

○ 小中連携による不登校・いじめ等対策の推進（再掲） 

小中学校を通じた連続性のある人間関係づくりや生徒指導に小中学校が市町村ぐる

みで行う取組を進めます。 

○ 生徒・学生への教育効果を高める高大連携の推進 

一部の学部や教員だけにとどまらない連携をさらに進め、効果的なカリキュラムや

シラバスの構築も行います。 

○ 「夢」や「希望」を実現するための発達段階に応じたキャリア教育の推進（再掲）

 「人間関係を築く力」、「働くことや仕事を理解する力」、「将来を設計する力」、「意

思を決定する力」の４つの力をバランスよく身に付けられるよう支援します。 

主 な 取 組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜背景・留意点＞ 

○ 保･幼･小の連携がまだ十分でないため、幼児教育と小学校教育の円滑な接続がなさ

れていません。（再掲） 

○ 不登校などが中学入学と同時に急激に増える中１ギャップに十分に対応できていま

せん。（再掲） 

○ 中高一貫教育の推進や中高連携に取組んでいますが、併設型・連携型とも、それぞれの課

題に応じてさらに取組む必要があります。 

○ 大学と高校、大学と中学校など、それぞれの児童生徒や学生に対する教育を効果的に

実施するため、連携を進める必要があります。 

○ 子どもたちに将来を考えてもらう｢キャリア教育」がまだ十分に浸透していません。(再掲) 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

新 

中学１年生を対

象とした仲間づ

くり 

（H19） 

不登校・暴

力 行 為 出

現 率 全 国

ワ ー ス ト

２位 

不 登 校 等

学習支援 

１ ０ 名 配

置 

 

 

実 施 市

町村、実

施 校 の

拡大 

  仲間づくり、信頼関係

づくりの能力の向

上・改善 

 

（H24） 

生徒指導上の諸問題

の発生率を全国水準

まで改善 

高大連携教育事

業 

 

連携授業ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ 

連携教育ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ開発ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ 

高校生ﾌﾟﾚｾﾞﾝ

ﾌｪｽﾀ 

出前授業・大

学訪問・体験

授業の実施 

(H20) 

各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ等を実施 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

へ の 参 加

校 

延 17 校 

 

※ 効 果 的

なｶﾘｷｭﾗﾑ

やｼﾗﾊﾞｽは

ま だ 不 十

分 

県 内 ３ 大

学 と 県 立

高 校 と の

連 携 を 強

化 す る た

め の 支 援

(協議、調

整 ) を 行

い、連携校

の 増 加 に

取り組む 

    

高大連携をより一層

進め、効果的なカリキ

ュラムやシラバスの

構築を行う 

小 

学 

校 

地 域 社 会

に か か わ

る 喜 び や

も の づ く

り の 楽 し

さ を 実 感

で き る 体

験 活 動 の

推進 

    

勤労を重んじ、目標に

向かって努力する態

度の育成 

中 

学 

校 

(H20) 

キ ャ リ ア

教 育 全 体

計 画 の 作

成率 

(小) 

95 校 38% 

(中) 

65 校 55%  
職 業 体 験

の充実 

 

   
生き方や進路に関す

る現実的探索 

発 達 段 階

に 応 じ た

キ ャ リ ア

教 育 の 推

進 

高

等

学

校 

(H21.4.1) 

企 業 訪 問

数 

(県内） 

延 1278 社 

(県外) 

延 511 社 

イ ン タ ー

ン シ ッ プ

や 企 業 訪

問 等 の 取

組の充実 

    

勤労観、職業観の確立



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点３ 教育の質の向上と教育環境の整備 

 

 

＜基本方針＞ 

（８）教職員として日々研さんし、互いに高め合う取組を進めよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 採用説明会・勉強会、初任者研修等を通じた基礎的な資質・指導力の向上

○ 教員の自主的な教材研究を推進する教科研究センター（仮称）の設置 

○ 教科指導の中核となるミドルリーダーの育成 

○  意欲的な取組や実践を行う教職員の表彰 

 



 

（８）教職員として日々研さんし、互いに高め合う取組を進めよう 

 ① 教職員の採用・研修等 

 
 

 

 

○ 今後、新規採用者の増加が見込まれることから、より良い教員が採用されるシステ

ムの構築に引き続き取り組むとともに、質の高い受審者を増加させる必要があります。

○ 障害者の雇用を推進するため、学校における職員の障害者法定雇用率の実現を目指

します。 

○ 教員が行う教科研究や児童生徒が興味を持って学べる授業づくりを積極的に支援 

し、教育効果のあがるモデル的な手法を提供します。 

○  教職員の意欲的な取組や成果を適正に評価し、日々助言・指導する仕組みづくりを

進めます。 

方 向 性 

 

 

○ 採用説明会・勉強会の実施 

   高知県の求める教員像を明確にし、そのために必要となる基礎的な力を採用前から

育成するため、採用説明会を県内外で実施するとともに、教員採用試験に基づく勉強

会を開催します。 

○ 障害者雇用の促進 

 学校における障害者の雇用を促進し、法定雇用率の実現を目指します。 

○ 教員の自主的な活動を推進する教科研究センター（仮称）の設置 

教科研究に励む教員の自主的な活動を推進するため、教科研究センター（仮称）を

設置し、教科研究に必要な学習指導案や研究場所を整備します。また、採用勉強会と

も連動して授業づくり講座などを実施します。 

○ 教職員の育成と学校の組織的な運営のための育成型人事評価制度等の改善 

有識者による検討委員会を開催し、育成型人事評価制度等の改善と効果的な運用を

進めます。 

主 な 取 組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

＜背景・留意点＞ 

○ 退職者の増加に伴い、今後、新規採用者数の増加が見込まれます。 

○ 教員免許を保有している障害者が少ないこともあり、学校における障害者の法定雇

用率（２．０％）が実現できていません。 

○ 教員の教材研究・教科研究が個人的または校内での推進が中心であり、また授業づ 

くりをするうえで参考となる資料の整備や仕組みづくりが進んでいません。 

○  人事評価をさらに効果的に活用して、これまで以上に日々研さんし高め合う教職員

を育成することが必要です。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

採用勉強会・説明

会 

（H20） 

勉強会 

3講座9会場

916 名 

説明会 

県内 5 会場

783 名 

勉強会年間

３講座のべ

９回開催、

参加者のべ

1,000 名以

上 

 

説明会年間

3 回及び県

外で開催、

参 加 者 年

700 名以上 

 

   

教員としての資質、

指導力の向上と高

知県の求める教師

像にあった人材の

採用 

障害者雇用の促

進 

（H21.4.1） 

1.84% 

採用におけ

る障害者枠

の拡大 

 

   
障害者法定雇用率

の達成（２．０％）

学 習 指 導

案 の 収 集

と活用 

 

各校種、各

教科、各時

間の学習指

導案の収集

数 200 点以

上 

 

指導案の年

間活用数を

200 回以上 

 

 

 

700 点以

上 

 

 

400 回以

上 

 

 

1300 点

以上 

 

 

600 回以

上 

 

 

2100 点以

上 

 

 

800 回以

上 

 

 

3000 点

以上 

 

 

1000 回

以上 

（H25） 

各校種、各教科、各

時間の学習指導案

の収集数 3000 点以

上 

 

指導案の年間活用

数を 1000 回以上 
新
教
科
研
究
セ
ン
タ
― 授 業 研 究

サ ポ ー ト

デ ス ク に

よ る 教 材

研究支援 

（H20） 

他県教育情

報コンテン

ツ接続割合 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校内研修へ

の指導主事

派遣数を年

間 200 回以

上 

授 業 サ

ポ ー ト

デ ス ク

に よ り

教 材 研

究 支 援

数 を 年

間 ５ ０

回以上 

 

 

 

年間 250

回以上 

 

 

 

 

年間８０

回以上 

 

 

 

 

 

 

年間 300

回以上 

 

 

 
 
 
年間 100

回以上 

 

 

 

 

 

 

年間 350

回以上 

 

 

 
 
 
年間150

回以上 

 

 

 

 

 

 

年間400

回以上 

（H25） 

授業サポートデス

クにより教材研究

支援数を 

年間１５０回以上 

 

 

 

校内研修への指導

主事派遣数を年間

４００回以上 

育成型人事評価

制度等の改善 

（H20） 

人事評価の

在り方に関

する検討委

員会１回開

催 

 

昇給制度の

運用に関す

る検討委員

会１回開催 

人事評価制

度の在り方

について、

改善に向け

て協議・改

善(委員会 3

回） 

昇給制度の

運 用 に 関

し、改善に

向けての協

議・改善(委

員会 3回）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理職が学校経営

ビジョンに基づき、

部下とベクトルを

共有できる仕組み

づくりを行う 各制度の実施 

 



 

○ 教科指導の中核となるミドルリーダーの育成 

   勤務校での日々の活動と集合研修を通して、小中学校の教科指導の中核となる教員

を育成するとともに、その教員がミドルリーダーとして他の教員の指導や成果の普及

を行います。 

○ 実践的なプロジェクト研修やＩＣＴ研修の実施 

中学校の数学・国語の中堅教員全員を対象に授業改善につながる実践的な研修を計

画的に実施します。また、主にＩＣＴ機器に不慣れな教員を対象にＩＣＴ活用の指導力を

向上させる研修を実施します。 

○ 児童生徒理解に関する研修の充実 

いじめ、不登校、児童虐待等に関する体系的な研修の実施や校内研修の充実を進めます。

○ 各学校の教育課題を踏まえた校内研修の充実 

「教科の枠をこえた授業力向上」や「組織的な校内研修の在り方」等をテーマとし

た実践研修を行う学校を支援します。 

○ 優れた取組や実践を行った教職員の表彰とその取組の周知・啓発 

   毎年度、教職員の表彰を積極的に実施し、その業績をたたえます。 

 

（８）教職員として日々研さんし、互いに高め合う取組を進めよう 

 ② 指導力の育成と表彰 

 
 

 

 

○ 教科指導に優れ、専門性を備えた地域のミドルリーダーを広域的な観点から育成し

ます。 

○ 教員のＩＣＴ活用能力を、まずは全国水準を目指して高めていきます。 

○ 学力向上や児童生徒理解に対する研修を実践につなげていきます。 

○ 意欲的で優れた取組や実践を行った教職員を積極的に表彰します。 

方 向 性 

 

 主 な 取 組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜背景・留意点＞ 

○ 授業評価や研修に熱心に取り組んできたものの、成果が十分ではありません。評価

や研修を実践につなげる工夫が必要です。 

○ 本県には小規模校が多く、中学校では教科担任が１人となることが多いため、校内

では同じ教科で切磋琢磨する機会に恵まれていない状況があります。 

○ 教員のＩＣＴ活用能力が全国最低水準にあります。 

○ 教職員の意欲ややりがいを喚起する取組が十分ではありません。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

 

 

教科ミドルリ

ーダー育成事

業 

 

 

（H20） 

ミドルリー

ダー３７名 

小（国・

社・算・

理・生活）、

中（国・

社・数・

理・英）各

教科５名

程度 

    

 

（H20～26） 

７年間で３５０名の 

ミドルリーダー育成 

 

中学校数学授

業改善プロジ

ェクト事業 

19・20 年

度の未受

講者及び

21 年度の

受講者全

員に実施 

    

新 

中学校国語授

業改善プロジ

ェクト事業 

（H20） 

全国学力・学

習状況調査 

小学生 

国語-1.6Ｐ 

算数-0.9Ｐ 

中学生 

国語-4.8Ｐ 

算数-8,2Ｐ 

 

※P＝ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

   

 

数学・国語の授業力の

向上（生徒に基礎的・

基本的知識や技能の

定着、活用能力を育成

するための授業実施）

 

（H24） 

全国学力・学習状況調

査の結果を全国水準

まで上昇 

新 

ＩＣＴ活用指

導力向上研修 

（H19） 

教員のICT活

用指導力 

全国 47 位 

教員のＩ

ＣＴ活用

指導力向

上研修の

実施 

    

教員のＩＣＴ活用指

導力を全国水準以上

にする 

教科の枠をこ

えた校内研修

の充実 

(H20) 

実践的な校

内研修実施

割合 

(小)46.7% 

(中)38.3% 

モデル校

の校内研

修の手法

を普及 

    

教科の枠をこえた校

内研修を行い、授業力

向上を図る 

児童虐待・いじ

め等に関する

学校支援の充

実 

(H20) 

児童虐待対

応ガイドラ

イン及びい

じめ対応ガ

イドライン

の作成 

いじめ・児

童虐待等

に関する

体系的な

研修の実

施及び校

内研修の

充実 

    

児童虐待及びいじめ

に関する教職員の認

識を深め、対応力を強

化する 

新 

目指せ！教育

先進県研究事

業 

(H20) 

教員で臨床

心理士資格

を有する者

の数 ４名 

臨床心理

士の養成 

３名 

    
教員の臨床心理士（ス

クールカウンセラー）

の資格取得促進とカ

ウンセリングマイン

ドの向上 

教職員の表彰 

(H20) 

教育功績表

彰 １１名 

教育奨励表

彰 ８名 

教育実践表

彰 ６０名 

表彰制度

の改善、周

知・啓発の

推進 

    

教職員の適正な評価

と意欲の喚起 

 

e-learning＋研修会

サポート体制の整備

３カ年計画で、県内の対象教員

全員に実施 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点３ 教育の質の向上と教育環境の整備 

 

 

＜基本方針＞ 

（９）意欲と活力に満ちた組織的な学校づくりを進めよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 学校組織におけるＰＤＣＡサイクルの確立とＯＪＴの強化 

（マネジメント研修の充実等） 

○ 組織的・効果的な学校運営を目指した新たな職のモデル的導入 

○  学校の組織的な運営のための育成型人事評価制度等の改善 

 

 



（９）意欲と活力に満ちた組織的な学校づくりを進めよう 

 

 
○ 教育課題の解決や先導的な取組を進める学校に新たな職（副校長、主幹教諭及び指

導教諭）を配置し、組織的な取組を強化し、学校教育の質を向上させます。 

○ 学校組織におけるＰＤＣＡサイクルの確立とＯＪＴの強化を図るため、組織マネジ

メントに重点を置いた各種の研修を実施します。 

○ 人事評価制度等を活用し、管理職が学校経営ビジョンに基づき、部下とベクトルを

共有できる仕組みづくりを行います。 

○ ＰＤＣＡサイクルやＯＪＴが日常的に実践される学校づくりを進めることにより、

業務の効率化・精選を図り、教職員の多忙感を解消します。 

○ 学校評価などを通して、自律的な学校運営の改善と地域に信頼される学校づくりを

進めます。 

方 向 性 

 

 

○ 学校組織活性化実践事業 

管理職研修、ミドルリーダー（主幹教諭及び指導教諭）研修、中堅教員研修におい

て、それぞれ学校の適切な管理や組織運営に関する研修を実施します。 

○ 組織的・効果的な学校運営を目指した新たな職のモデル的導入 

大規模校や政策的に特に必要と考えられる学校において、校長を中心とした効果的

かつ組織的な学校運営や人材育成機能の強化を図ります。 

○ 教職員の育成と学校の組織的な運営のための育成型人事評価制度等の改善（再掲）

有識者による検討委員会を開催し、育成型人事評価制度等の改善と効果的な運用を

進めます。 

○ 学校評価の推進 

   学校評価を実効性のあるものにするため、評価項目やアンケート内容を工夫するな

ど、すべての学校において学校評価の取組の質が高まるよう支援します。 

主 な 取 組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜背景・留意点＞ 

○ 個人の力量に依存し、教育課題に組織で一丸となって取り組む体制が弱くなりがち

です。 

○ 管理職研修のうち、教頭研修は充実していますが、校長になると研修が減少し、実

践的なマネジメント能力を高める機会が十分に整備されていません。 

○ 校内研修や学校評価などは他県に比べ組織的に生かす取組が弱く、学力向上や生徒

指導の徹底を効果的に行うことが十分にできていません。 

○ 学校が自らの教育活動や学校運営を改善し、保護者や地域住民から学校運営に対す

る理解と参画を得て、信頼される開かれた学校づくりを一層推進する必要があります。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

新 

学校組織活性化

実践事業 

（※新は、中央研

修以外） 

 

 

 

 

・学校組織

マネジメ

ント研修 

・ミドルリ

ーダー研

修 

・中央研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織マネジメントに

重点を置いた各種の

研修の実施 

新 

新たな職のモデ

ル的導入 

（H21） 

新 し い 職

の導入 

 

 

 

 

中間報告 

※ 

小学校８校 

中学校４校 

小中併設校１校 

高等学校４校 

特別支援学校１校 

 

 

 

 

終報告

 

 

 

 
 

 

   

県内の１割程度の学

校で導入 

育成型人事評価

制度等の改善 

（H20） 

人 事 評 価

の 在 り 方

に 関 す る

検 討 委 員

会 開 催 １

回 

 

昇 給 制 度

の 運 用 に

関 す る 検

討 委 員 会

開催１回 

人事評価制

度の在り方

について、

改善に向け

て協議・改

善(委員会3

回） 

昇給制度の

運 用 に 関

し、改善に

向けての協

議・改善(委

員会 3回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理職が学校経営ビ

ジョンに基づき、部下

とベクトルを共有で

きる仕組みづくりを

行う 

学校評価の推進 

（H20） 

学 校 評 価

の義務化 

小中学校に

おいては、

実践研究に

基づく県の

学校評価ガ

イドライン

の普及・啓

発 

 

県立学校に

おいては、

自己評価と

学校関係者

評価を全校

で実施 

 

 

   

全ての学校において

学校評価が実施され、

ＰＤＣＡサイクルに

基づき、教育活動や学

校運営の改善を図る 

研究期間 研究成果の活用

各制度の実施 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点３ 教育の質の向上と教育環境の整備 

 

＜基本方針＞ 

（10）教育の基盤となる教育機関を整備・充実させよう 

 

＜重点的な取組＞ 

○ 特色のある学校づくり等を進める県立高等学校再編計画の策定・実行 

○ 安全・安心のための県内公立学校施設の耐震化の促進 

○ ＩＣＴ環境の整備と情報教育政策の確立 

○ 県立図書館等の生涯学習機関や機能の充実 

 



  

（10）教育の基盤となる教育機関を整備・充実させよう 

  ① 学校教育施設・設備の整備 

 

 

 

○ 地域の特色ある学校づくりと生徒数の減少を踏まえた規模や配置の適正化を図る観

点と地域性も配慮した観点から、県立高等学校の再編計画を進めます。一方で、知的

障害者特別支援学校の児童生徒数の増加に対応し再編計画を進めます。 

○ 市町村への経費の補助も行いながら、学校施設の耐震化と耐震診断を早急に進めます。

○ 教育効果の観点から、市町村の学校再編を支援します。 

○ 市町村における情報機器の整備を促進します。 

方 向 性 

 

 

○ 特色のある学校づくり等を進める県立高等学校再編計画の策定・実行 

県立高等学校再編計画の第２次実施計画（計画期間：20～22 年度）を実行するとと

もに、喫緊の状況を踏まえ、新たに第３次実施計画（計画期間：23～25 年度）を策定

します。その際、定時制高校の在り方も検討します。 

○ 安全・安心のための県内公立学校施設の耐震化の促進 

県立学校施設の耐震化を計画的に行いながら、公立小中学校や保育所・幼稚園につい

て市町村の経費を補助し、耐震化の促進を図ります。 

○ 統合推進加配の実施 

市町村立学校の再編に際し、円滑な統合を進める観点から、必要に応じ加配措置を実

施します。 

○ ＩＣＴ環境の整備と情報教育政策の確立 

国の経済対策を活用した情報機器の整備を進めるとともに、情報教育政策を総合的に

推進するための情報教育ポリシーをセキュリティポリシーとともに整備します。 

主 な 取 組  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

＜背景・留意点＞ 

○ 多くの高等学校で定員を満たしておらず、県全体の定員充足率も低下しています。 

○ 中山間地域における中高連携教育は、地元の高校の活性化に大きな役割を果たしてき

ましたが、少子化が進む中でその在り方や意義をさらに検討する必要があります。 

○ 知的障害者特別支援学校の児童生徒数の増加など、特別支援学校のあり方について見 

直しが必要です。 

○ 県内公立学校施設の耐震化や耐震診断は遅れており、学校施設の耐震化は喫緊の課題 

です。特に保育所・幼稚園施設は非常に遅れている状況です。 

○ 教育効果や市町村合併、耐震化への対応のため、複数の市町村で学校の再編・統合が

計画され、進行しています。 

○ 情報教育の基盤となるパソコンの更新や電子黒板等の機器の整備が遅れており、特に 

市町村の整備状況に課題があります。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

県立高等学校再編

計画 

（H20） 

県立高校

数 

全日制 31

定時制 14

通信制  2 

第 ２ 次 実

施計画 

 

第 ３ 次 実

施 計 画 策

定・公表 

 

第３次実

施計画 

  

県立高等学校の適

正な規模と配置の

実現 

特別支援学校の再

編に関する検討委

員会 

（H20） 

検 討 委 員

会2回実施 

第 １ 次 審

議 の ま と

め 

第 １ 次

施 策 実

施 

第 ２ 次

検 討 委

員会 

第 ２ 次

審 議 ま

とめ 

第 ２ 次

施 策 実

施 

知的障害・肢体不

自由特別支援学校

の問題改善 

小中学校再編への

取組（統合推進加

配の実施） 

（H20） 

複式学級

割合 

37.2% 

各 市 町 村

に 応 じ た

支 援 継 続

（ 統 合 推

進 加 配 １

１名） 

  
 

 

  
複 式 学

級 率 の

減少 

 
（24 年度） 

複式学級 40%以下 

耐震診断（２

次） 

３０棟 

（100％）
    

校舎等主要な施設

の耐震診断の完了 

県 

立 

施 

設 
耐震補強工

事 

(H20.4.1） 

耐 震 診 断

64.7% 

耐 震 化 率

47.5% 
５棟 

（７％）

１６棟

(２８%)

２４棟

(６１%)

１１棟

(７６%)

１８棟 

(100%） 
７４棟 

耐震診断支

援事業 

 

    

24 年度までに第２

次診断実施率 80％

を目指す 

小

中

学

校 
耐震化促進

事業費 

(H20.4.1） 

耐 震 診 断

85.8% 

耐 震 化 率

51.6% 

 
    

24 年度まで耐震化

率 80％を目指す 

耐震診断事

業費 

     
26 年度までに全施

設の耐震診断完了 

保

育

所

幼

稚

園 
耐震化促進 

(H20.4.1） 

耐 震 診 断

27.7% 

耐 震 化 率

48.4% 

 

 

    倒壊の危険性大の
施設：26 年度まで
に全て耐震化完了 

高 知 県 情

報 教 育 基

本 方 針 の

策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ICT 活用による授
業の活性化と児童
生徒の学力向上 

対象施設の 50％ 
全施設耐震診断完了 

    教育の情報化 
すべての学校で超
高速インターネッ
ト接続 
教員用 PC１人１台
整備 

校 務 の 情

報化推進 

普 通 教 室

でのICT活

用推進 

    
学級用ノート型 PC
整備（１クラス分）
各校に電子黒板等
の ICT 機器を複数
以上整備 

新 

ＩＣＴ環境の整備

と情報教育政策の

確立 

（H19） 

教 員 の 公

務 用 コ ン

ピ ュ ー タ

整備率 

(小)50.3% 

(中)52.2% 

(高) 

129.5% 

 

全 国 平 均

57.8% 

教育ネット強化 

教員用ＰＣ整備促進 

学級用ＰＣ整備促進

電子黒板等の ICT 機器整備促進

 

 

  
情報セキュリティ
ポリシーの遵守 

情報ｾｷｭﾘﾃ

ｨﾎﾟﾘｼｰ策

定 



 

（10）教育の基盤となる教育機関を整備・充実させよう 

  ② 社会教育施設・設備の整備と教育委員会の体制強化 

 
 

 

 

○ 県立図書館の整備を早急に検討し、その整備の着手に努めます。 

○ 市町村教育委員会事務局体制を強化する広域的な取組を推進します。 

○ 県教育委員会の機能を強化するため、事務局職員の研修体制を強化するとともに、

教育センターの研究機能を強化します。 

○ 県立図書館の整備や教育センターの機能強化と併せて、生涯学習を推進するため 

の機能や施設の在り方も検討します。 

方 向 性 

 
 

 

 

○ 県立図書館等の生涯学習機関の充実 

県立図書館や生涯学習推進センターの在り方を具体的に検討し、その早期の整備に

努めます。 

○ 市町村教育委員会の広域的な取組への支援 

専門性の向上や広域的な視点から、例えば、研修や学校事務のあり方について複数

の市町村での共同実施を進めるなど、具体的な支援を行います。 

○ 目指せ！教育先進県研究事業 

県の教育行政における政策の企画・立案力の向上を図るため、政策研究大学院大学

や教育先進県に職員を派遣します。 

○ 教育センターの機能強化 

県の教育行政における研究機能等を高めるとともに、指導主事等の能力を向上させ

る観点から、教科研究センター（仮称）の設置や今後の教育センターの在り方の検討を

進めます。 

主 な 取 組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

＜背景・留意点＞ 

 ○ 県立図書館の狭隘化と新たな整備が長年の課題となっており、また、生涯学習や社

会教育を担う中核的な施設である生涯学習を推進するセンターが未設置です。 

 ○ 小規模な教育委員会では、事務局体制が脆弱であり、専門的なスタッフの配置が困

難となっています。 

 ○ 現場を指導・助言する県教育委員会内のＰＤＣＡサイクルの徹底や指導・管理体制

の確立が不十分です。 



＜年度別実施計画＞ 

取組・事業名 現状等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 達成目標 

新 

新県立図書館の

整備 

 

基 本 構
想 た た
き 台 の
策定 

基 本 構
想 の 策
定 

基 本 計
画 の 策
定 

実施設計 工事着手 
計画・設計を取りまと
め、25 年度中の工事着手

新 

生涯学習推進セ

ンターの検討 

(H20) 

生涯学習推

進センター

未設置 

生 涯 学
習 推 進
セ ン タ
ー の 方
向 性 や
機 能 等
の検討 

社 会 教
育 委 員
会 で の
検 討 部
会 立 上
げ（生涯
学 習 フ
ェ ス テ
ィ バ ル
開催） 

生 涯 学
習 推 進
セ ン タ
ー 設 置
の 基 本
構 想 案
の検討 

 

 

地域住民が身近な社会
教育施設等で学習でき
る情報の提供及び学習
成果を活用し、その成果
が評価されるシステム
の構築 

教育委員会広域

化支援 

(H20) 

安芸広域に

広域担当チ

ーフ、県内

５ブロック

に派遣指導

主事を配置 

   

 

 

 

 

 

小規模な教育委員会に

おける学校・教職員への

支援体制の確立 

新 

目指せ！教育先

進県研究事業 

 

政 策 研

究 大 学

院 大 学

へ の 派

遣１名 

 

教 育 先

進 県 へ

の 派 遣

１名 

    

教育行政施策の企画・立

案力の向上 

教育センターの

機能強化 

(H20) 

教育行政に

おける研究

体制が不十

分 

教 科 研

究 セ ン

タ ー の

設置 

    

学校や教職員を実践的

に支援する機能や体制

の確立 

教育長会等で広域的な学習会や具体的な取組の実施 

教科研究センターの成果を踏まえ、

今後の在り方を検討実施 
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